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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体を処理するための改良された流れ通過装置であって、
　流体のための入口(4)および出口(5)を備えたふた(3)を有するハウジング(2)と、流体を
処理するためのろ過物質(7)を備えた、前記ハウジング内に備えられた交換可能な管状流
れ通過要素(6)とから成り、
　ここで、前記要素(6)が、ふた(3)に、対向するように取りつけられ、入口(4)に連結さ
れた要素(6)の内部のスペース(12)と、出口(5)に連結された要素(6)の外部のスペース(16
)との間の隔壁を形成するような流れ通過装置(1)において、
　入口(4)に対向する要素(6)の内部のスペース(12)に、入口の延長部を構成する管(20)が
備えられ、該管が、要素(6)の軸方向(X-X´)に延び、また、前記管が、規則的パターンに
したがって管(20)の横断面円周上に分布する横方向通路(21)を備えており、ここで、前記
管(20)が、管(20)を通過する流体の流れの軸の長さ方向に狭くなる断面を有し、また、要
素(6)の外部のスペース(16)が、ふた(3)の環状フランジ(11)内の通路(17)を介して出口(5
)に接続されていること、及び、
　前記横方向通路(21)が、要素(6)の長さ方向に延びたスロットであること、
を特徴とする改良された流れ通過装置。
【請求項２】
　管(20)が円錐管であることを特徴とする請求項1に記載の改良された流れ通過装置。
【請求項３】
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　管(20)が要素(6)の全長(L)にわたって延びていることを特徴とする請求項1または2に記
載の改良された流れ通過装置。
【請求項４】
　管(20)がその最狭端において閉じていることを特徴とする請求項3に記載の改良された
流れ通過装置。
【請求項５】
　管(20)が、要素(6)の長さ(L)の1/3～4/5の範囲にある長さ(M)にわたって延びているこ
とを特徴とする請求項1または2に記載の改良された流れ通過装置。
【請求項６】
　管(20)がその最狭端において開いていることを特徴とする請求項1から3および5の中の
いずれか一つに記載の改良された流れ通過装置。
【請求項７】
　管(20)がその最広端において当該ふた(3)に取りつけられていることを特徴とする請求
項1から6の中のいずれか一つに記載の改良された流れ通過装置。
【請求項８】
　要素(6)がヘッド(9)を備え、該ヘッドが当該ふた(3)と協働して、当該入口(4)と出口(5
)とを構成するようになっており、また、管(20)が要素(6)のヘッド(9)に取りつけられる
ことを特徴とする請求項1から7の中のいずれか一つに記載の改良された流れ通過装置。
【請求項９】
　長さ方向に狭くなる断面を有する管(20)から成り、該管(20)が横方向通路(21)を備えて
いることを特徴とする、請求項1から8の中のいずれか一つに記載の流れ通過装置(1)で使
用する流れ通過要素。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、流体処理のための改良された流れ通過装置、たとえば、ガスまたは液体からの
不純物のろ過除去、ガスの乾燥、ガスからの凝縮水の分離、その他のための改良された流
れ通過装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
そのような流れ通過装置は、主として、ポットの形のハウジングから成り、該ポットが、
流体のための入口および出口を備えたふたと、流体を処理するためのろ過物質を備えた、
前記ハウジング内に備えられた交換可能な管状流れ通過要素とを有し、ここで、前記要素
が、前記ふたに、対向するように取りつけられ、前記入口に連結された前記要素の内部の
スペースと、前記出口に連結された、前記ハウジングによって限られる前記要素の外部の
スペースとの間の隔壁を形成するようなタイプのものである。
【０００３】
未処理の流体は、入口と前記要素の内部のスペースとを通って前記要素を通過し、その結
果、たとえば不純物または凝縮水が前記要素のろ過物質によってとどめられ、そのあと、
流体は、処理済みの流体として、後続使用のために、前記要素の外部のスペースおよび出
口から送出される。
【０００４】
この公知の流れ通過装置の一つの欠点は、流体が、前記要素を流れて通過するとき、前記
要素の全長にわたって均一に分布せず、流体の流量の主要部が、前記要素の一部分、すな
わち入口にもっとも近い部分を通ってしか流れない、ということである。
【０００５】
これは、前記要素の残りの部分があまり有効に使用されず、流れが前記要素の限られた部
分だけを通るように強制されるので、前記要素における圧力損失が割合に大きくなる、と
いう点で不利である。圧力損失は、主として、流れが小さな断面を通るように強制される
ために生じる局所的速度に依存する。
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【０００６】
WO 2004/009210号公報から、入口の延長部の中心に備えられる短い管の形の可能な改良が
すでに公知である。この管の直径は、入口の直径よりも小さく、流量の一部を、この短い
管を通って、前記入口から少し遠い、前記要素の内部のスペースに流出させるようになっ
ている。
【０００７】
しかし、この解決策は十分でなく、流体が前記要素の全長にわたって不均一に分布し、一
部の帯域のろ過物質が他の帯域のろ過物質に比して有効に使用されない、という点でやは
り不利である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明の目的は、前記およびその他の欠点を克服することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
前記目的のために、本発明は、
前記タイプの流れ通過装置であって、
入口に対向する流れ通過要素の内部のスペースに、一つの管が備えられ、該管が、大体、
前記要素の軸方向に延び、また、前記管が、前記要素の全長にわたる、処理すべき流体の
均一分布、のための横方向通路を備えており、ここで、前記管が、該管を通過する流体の
流れの軸の長さ方向に狭くなる断面を有し、また、要素の外部のスペースが、ふたの環状
フランジ内の通路を介して出口に接続されていること、
を特徴とする流れ通過装置、
に関する。
【００１０】
処理すべき流体は、前記の断面が狭くなる管と前記通路とにより、前記要素の全長にわた
って分布し、その結果、前記要素のろ過物質がより有効に使用され、また、フィルターに
おける圧力損失を30%までの大きさだけ減少させることができる。
【００１１】
さらに、前記管は、簡単かつ低費用のやり方で作ることができ、その結果、前記の改良さ
れた流れ通過装置の原価が小さくなる。
【００１２】
本発明は、また、長さ方向に狭くなる断面を有する管から成り、該管が横方向の通路を備
えている流れ通過要素であって、本発明による流れ通過装置で使用できる流れ通過要素に
も関する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
以下、本発明の特徴をさらに十分に説明するために、本発明の改良された流れ通過装置お
よび流れ通過要素の好ましい実施形態について、添付の図面を参照しつつ、限定を意図し
ない単なる例として、説明する。
【００１４】
図１～3に示す流れ通過装置1は、主として、流体のための入口4と出口5とを備えたふた3
を有するポットの形のハウジング2と、該ハウジング内に備えられた交換可能な管状流れ
通過要素6とから成る。
【００１５】
流れ通過要素6は、流体を処理するためのろ過物質7を有し、このろ過物質7は、たとえば
、不純物または凝縮水滴を止めるのに適したフィルター物質、あるいは処理すべき流体か
ら水分を除去するための乾燥剤、あるいは触媒、あるいは他の能動もしくは受動要素、か
ら成る。
【００１６】
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ここに示す例では、ろ過物質7は、たとえば、要素6の多孔質または穿孔支持管8のまわり
に備えられた一種のろ過布であり、この場合また、ろ過物質7を、二つの同心多孔質また
は穿孔管の間に支持することができ、ろ過物質7が両側面で支持されるようにすることが
できる。
【００１７】
この場合、要素6は、その頂端にプラスチックその他で作ったヘッド9を有し、該ヘッドは
、前記ふた3にはいりこんで、該ふたに取りつけられ、前記入口4と出口5を与えるように
なっている。
【００１８】
要素6の前記ヘッド9は、半径方向の支持リブその他によってふた3に取りつけられる環状
フランジ11を有する湾曲導管10を備えており、ここで、この導管10は、その一端において
、要素6の内部の内部スペース12に連結され、他端が、ふた3のかぎ形に曲がったニップル
13に取りつけられている。このニップル13は、処理すべき流体のための供給管の接続のた
めにねじ付き部分14を有している。
【００１９】
要素6は、ハウジング2のポットの底15にその下端を有し、したがって、入口4に接続され
ている要素6の内部の前記スペース12と、要素6自身とハウジングによって限られている、
前記環状フランジ11の周囲の通路17によって出口5に接続されている要素6の外部のスペー
ス16との間の隔壁を形成している。ここで、この出口5は、ニップル18に開口しており、
該ニップルは処理された流体のための送出管の接続のためのねじ付き部分19を有している
。
【００２０】
ハウジング2のポットの下側面には、もう一つの開口が備えられているが、図には示さな
い。この開口により、不純物および凝縮水滴をフィルター要素の下の排出口から排出する
ことができる。このフィルター要素は、凝縮水が流出できるように、手操作であけること
ができ、または自動的にあく。
【００２１】
本発明によれば、図に示す例では円錐形の管である管20には、要素6の内部、入口4の反対
側にスペース12が備えられている。この円錐形の管は流れ通過要素の部分ではない。この
管は、長さ方向に徐々に小さくなる断面を有し、大体要素6の軸方向X-X´に沿って延び、
横方向の通路21を備えている。
【００２２】
管20は、そのもっとも大きな端において、前記ヘッド9に対して、いくつかの固定リップ2
2を接着することにより、取りつけられる。リップ22は、まず要素6のヘッド9に備えられ
た溝23内にクランプされる。同時に、要素6の残りの部分、すなわちろ過布7と一つまたは
複数の支持管8も、前記溝に接着される。
【００２３】
あるいは、管20は、そのもっとも大きな端において、最内側の穿孔管8に対して、この管8
の内側に固定リップ22を溶接することにより、取りつけることもできる。
【００２４】
次に、管8と管20とから成る全体を、ヘッド9の溝23内に、ろ過布7および使用可能な最外
側穿孔管とともに接着することができる。
【００２５】
円錐管20は、いわば、入口4具体的には導管10の延長部を構成する。
【００２６】
横方向通路21は、好ましくは、規則的パターンにしたがって、管20の横断面円周(circumf
erence)上に分布するようにされ、入口4からいろいろな距離において、要素6の内部のス
ペース12に開口している。
【００２７】
通路21は、あらゆる種類の形状を有することができ、たとえば、大体要素6の長さ方向に
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延びたスロットとすることができる。
【００２８】
図１～3に示す実施形態では、管20は、要素6の長さLの一部だけにわたって、好ましくは
、要素6の長さLの1/3～4/5、さらに好ましくは要素6の長さLの40～70%の長さMにわたって
延びている。
【００２９】
この場合、管20は、その最狭端で開口して、軸方向出口24を有し、ここで、この出口24の
直径は、好ましくは、管20の最広端の直径の20～50%、好ましくはこの最広端の直径の40%
の程度の大きさである。
【００３０】
本発明による流れ通過装置1の動作は簡単であり、以下のようである。
【００３１】
処理すべき流体は、入口4から矢印Iの向きに、流れ通過装置1に流入し、導管10を通り、
円錐管20を軸方向に移動する。
【００３２】
処理すべき流体の流れは、図２に破線の矢印で示すように、横方向通路21および軸方向出
口24を通って、スペース12に送り込まれる。
【００３３】
したがって、処理すべき流体は、要素6の全長Lにわたって均一に分布し、静水圧によって
要素6の内部の空間12に押し込まれ、要素6のろ過物質7を通って、要素6の外側に押し出さ
れる。
【００３４】
次に、処理済みの流体は、要素6の外側のスペース16に集められ、開口17と出口5を通り、
矢印Oの向きに、後続使用または処理のために、送出される。
【００３５】
本発明の流れ通過装置1が小さな圧力低下を示し、使用の効率が高い理由は、二つある。
【００３６】
一つは、要素6の内部のスペース12の静水圧が均一に分布しているということである。こ
の均一分布により、流れはこの要素の全長Lにわたってより均一に分布する。というのは
、この静水圧が、流体を要素6のろ過物質7を通して押し出す駆動力だからである。
【００３７】
もう一つは、流体が要素6内で軸方向X-X´に沿ってより深く送り込まれるということであ
る。これも、要素6の長さLにわたる流体のよりよい流れ分布のために有利であり、流れ通
過装置1における圧力低下が小さくなる。
【００３８】
円錐管20の使用により、流れ通過装置1における圧力低下を少なくとも10%小さくすること
ができ、あるいは、使用法によっては、この圧力低下を、少なくとも20%さらに好ましく
は30%も小さくすることができる。
【００３９】
流れ通過装置1の形状と寸法、およびろ過物質7の特性に応じて、円錐管20の効果は、該円
錐管の適当な形状と寸法の選択、および円錐管20と横方向通路21の数と配置の適当な選択
、および軸方向出口24の適当な形状と寸法の選択により、最適化することができる。
【００４０】
図４は、もっとも好ましい実施形態を示し、ここでは、円錐管20は、要素6の全長Lまたは
実質的に全長Lにわたって延びており、またこの場合、円錐管20はとがっており、その最
小端が閉じている。
【００４１】
明らかに、円錐管20は、あらゆる種類の材料で作ることができるが、ステンレス鋼または
プラスチックが好ましい。
【００４２】
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本発明は、添付の図面に示し、例として説明した実施形態のみに限定されるものではない
。逆に、本発明の改良された流れ通過装置は、本発明の範囲を逸脱することなく、あらゆ
る種類の形状と寸法とで具体化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の改良された流れ通過装置の断面図である。
【図２】図１にF2で示す部分の拡大図である。
【図３】図１にF3で示す部分の斜視図である。
【図４】図１に示すものの変形を示す図である。
【符号の説明】
【００４４】
1 流れ通過装置
2 ハウジング
3 ふた
4 入口
5 出口
6 流れ通過要素
7 ろ過物質
8 多孔質管
9 ヘッド
10 湾曲導管
11 環状フランジ
12 内部スペース
13 ニップル
14 ねじ付き部分
15 2の底
16 外部スペース
17 通路
18 ニップル
19 ねじ付き部分
20 円錐形の管
21 横方向の通路
22 固定リップ
23 溝
24 20の軸方向出口
I 流体流入の向き
O 流体流出の向き
L 6の長さ
M 20の長さ
X-X´ 軸方向
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